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農林水産省 消費・安全局 

農業資材審議会農薬分科会農薬原体部会（第１０回） 

 

                         令和４年 ９月２１日（水） 

                         １４：０５～１５：３２ 

                         農林水産省消費・安全局第３会議室（リモート開催） 

 

議 事 次 第 

 

   １ 開 会 

   ２ 議 事 

     （３）農薬取締法第３条第２項第11号に掲げる事項（農薬原体の成分の種類及び含有濃度）に 

       ついて 

       ① メトブロムロン（新規登録） 

     （４）その他 

   ３ 閉 会 
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午後２時０５分 再開 

〇赤松部会長 では、時間になりましたので、議事を再開させていただきたいと思いますが、委員の皆様、

よろしいでしょうか。 

 それでは、ここからは非公開で再開させていただきます。 

 議題３及び４といたしまして、二つの農薬原体に関して議論いただく予定としております。メトブロムロ

ンについては令和３年12月17日付けで農林水産大臣から諮問いただいております。 

 審議に当たりましては、先ほど事務局から説明がありましたが、公開することにより、特定の者に不当な

利益若しくは不利益をもたらすおそれがありますので、非公開とさせていただきます。御承知おきください。 

 まず、審議に入ります前に、利益相反状況について御報告をお願いいたします。 

〇農薬対策室長 平成30年９月14日の農業資材審議会農薬分科会で決定いただきました利益相反の規定に基

づいて、皆様に利益相反について確認を事前にさせていただいております。 

 本日審議いたしますメトブロムロン及びグルホシネートＰについて、委員の皆様から利益相反に関して特

段の申出はありませんでしたので、御報告いたします。 

〇赤松部会長 どうも御報告ありがとうございます。 

 それでは、議事３、農薬取締法第３条第２項第11号に掲げる事項、農薬原体の成分の種類及び含有濃度の

①メトブロムロンの審議に入りたいと思います。 

 事務局より、資料６－２の説明をよろしくお願いいたします。 

〇農薬審査官 事務局より御説明申し上げます。 

 まず、剤の概要としまして、資料５を準備していますので、御覧ください。 

 今回御審議いただく剤は、メトブロムロンという剤でございます。化学名から分子量までは記載のとおり

でございます。臭素とメトキシ基を持っているのが特徴的な構造で、それが名前の由来になっているかと思

います。 

 新規の申請の除草剤でございまして、作用機作は、光合成における光化学系の電子伝達を阻害して殺草作

用を示すものと考えております。ＨＲＡＣという除草剤抵抗性対策委員会の分類によりますと、５番という

ことになっております。 

 申請されております適用作物としては、小麦、小豆、バレイショ等ということとなっております。 

 本剤に関しましては、事前に資料を委員の先生方に御覧いただきまして、特に不純物に関して意見を頂い

てございます。その意見を踏まえて、評価の内容ですとか、申請者に対してコメントを求めるかどうかとい

った対応も必要となってくるかと考えております。そのため、本日は１番から10番、不純物の毒性まで御議
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論いただいて、評価の見直しですとか、申請者へのコメントが必要かどうかについて御意見を伺いたいと考

えております。 

 それでは、資料６－２に沿って御説明申し上げます。１ページ、申請者は石原産業株式会社となります。

有効成分の基本情報については、先ほどの資料で御説明したとおりでございます。 

 ページをめくっていただいて、２ページ、有効成分の物理的・化学的性状を取りまとめさせていただいて

おります。本剤、蒸気圧が少し高めの物質かと思います。水には0.3 g程度溶けますが、どちらかといいます

と、有機溶媒に溶ける性質の物質でございます。解離定数は12で、アルカリ側にございます。オクタノール

／水分配係数は2.48、加水分解性はない、光分解が多少あるというものでございます。紫外可視吸収に関し

ましては、極大吸収波長は245 nm付近にある物質でございます。 

 ３ページ以降にスペクトルを載せております。物理的・化学的性状に用いた物質の純度については、従前

100.38としておりましたが、100に整理させていただいております。 

 ページ３から４にかけまして、紫外可視吸収スペクトル、中性溶液、酸性溶液、アルカリ性溶液にそれぞ

れ溶かしたもののスペクトルを添付しております。 

 ５ページが赤外吸収スペクトルになります。下の表に帰属の結果を載せてあります。 

 ６ページ、７ページが核磁気共鳴のスペクトルになりまして、図３－３がプロトン、それの帰属は下の表

となります。 

 ７ページの図３－４がC13のスペクトルで、帰属が下の表となります。 

 ８ページには質量スペクトル、各フラグメントの帰属を下の表に記載させていただいております。 

 物理的・化学的性状までで一旦御説明を切りたいと思います。 

〇赤松部会長 ありがとうございます。 

 では、ただいまの物理的・化学的な性質につきまして、何か御意見、御質問はございますでしょうか。 

 御意見、御質問はございませんでしょうか。 

 では、次のところの御説明をお願いいたします。 

〇農薬審査官 それでは、９ページを御覧ください。〇〇〇。 

〇赤松部会長 〇〇〇。 

〇農薬審査官 では、16ページ以降、農薬原体の分析法となります。〇〇〇。 

〇赤松部会長 〇〇〇。 

〇富澤専門委員 〇〇〇。 

〇赤松部会長 〇〇〇。 

〇農薬審査官 〇〇〇。 
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〇富澤専門委員 〇〇〇。 

〇赤松部会長 〇〇〇。 

〇農薬審査官 それでは、続きを御説明いたします。 

 24ページ、７項の農薬原体の組成分析でございます。〇〇〇。 

○赤松部会長 〇〇〇。 

〇代田委員 〇〇〇。 

〇赤松部会長 〇〇〇。 

〇農薬審査官 〇〇〇。 

〇赤松部会長 〇〇〇。 

〇農薬審査官 〇〇〇。 

〇赤松部会長 〇〇〇。 

〇農薬審査官 有効成分の毒性について御説明申し上げます。 

 基本的には食品安全委員会の評価結果を踏まえて取りまとめさせていただいております。 

 まずは動物代謝でございます。ラットを用いたデータが何本か出ております。まず、臓器、組織中の分布

に関しましては、肝臓とか腎臓などの分布が高いという結果となっております。代謝としましては、肝臓中

でメトブロムロンというのは比較的少ない量となりまして、主要な代謝物としては、代謝物Ⅲ、代謝物Ⅰ、代

謝物Ⅹのようなものが肝臓では認められております。腎臓においても同様にⅢ、Ⅰ、Ⅹとなります。 

 メトブロムロンの主要な代謝経路は、Ｎ-脱メチル化が起きて代謝物Ⅰになりまして、脱メトキシ化されて

代謝物Ⅲになる、そういった代謝経路が想定されております。 

 複数のラット試験がありますけれども、代謝経路については大体似通った感じかと思います。 

 吸収率等については、次のページの３番のところで、高用量では70％、低用量では80％程度の吸収率と推

定されております。次の４番の試験でも大体同じような数字が出ている、そういった傾向でございます。 

 急性毒性、急性経口については余り強くない物質でございます。刺激性等については軽度、あと皮膚感作

性は陽性という結果でございます。 

 短期毒性、31ページの下からまとめておりますが、主な毒性は血液系に出ている物質でございます。 

 遺伝毒性、33ページになりまして、復帰変異、マウスリンフォーマ、染色体異常、小核等を実施されてお

りまして、陰性となっております。 

 34ページ、発がん性等でございますが、発がん性はラットとマウスで認められなかったという結果となっ

ております。 

 生殖・発生毒性につきましては、こちらも繁殖に対する影響ですとか催奇形性は認められなかったとなっ
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ております。 

 神経毒性に関しましては、急性の試験が出ています。自発運動量減少等は確認されているようでございま

す。 

 生体機能として一般状態の観察ですとか、そういった結果を36ページ、その他メカニズムとして血液の影

響等もあったので、そういった観点の試験、あとHershbergerとかですので、エンドクリン関連の検査も行わ

れているようです。 

 37ページの表の下に食品安全委員会の評価結果、ADI、イヌの試験、ハインツ小体増加に対するNOAELを

根拠といたしまして、0.0046 mg/kg体重/日が定められております。ARfDにつきましては、同じくイヌ１年の

MetHbの増加に対するNOAELを根拠として、0.015 mg/kg体重が設定されております。 

 有効成分の毒性は以上でございます。 

〇赤松部会長 どうもありがとうございました。 

 では、有効成分の毒性に関しまして、何か御意見、御質問はございますでしょうか。 

 御意見、御質問はございませんか。 

 ございませんようでしたら、次が問題となる不純物の毒性なんですけれども、ここは一応御説明を頂くこ

とになりますでしょうか。 

〇農薬審査官 はい、説明いたします。 

 不純物の毒性につきましては、〇〇〇。 

 まず、1,2-ジクロロエタンですが、本物質、GHSの分類におきまして、発がん性１Ｂ、ヒトに対して恐らく

発がん性があるとされている物質でございます。事務局の方で食品安全委員会の清涼飲料水評価書と欧州化

学物質庁の報告書を基に、表10－２に遺伝毒性と発がん性の情報を整理させていただきました。食品安全委

員会の評価書におきましては、結論として1,2-ジクロロエタン、広範囲のエンドポイントにおいて、多数のin 

vitro及びin vivo試験で遺伝毒性があるとされまして、ラットで前胃の扁平上皮がんなどがんが認められている

ので、遺伝毒性が関与すると判断される発がん物質と評価をされております。これが2008年の評価でござい

ます。 

 欧州化学品庁の方では、食品安全委員会の評価書に入っていなかった試験、コメットアッセイですとか、

遺伝子突然変異試験の結果も踏まえて、生体において遺伝毒性がないと考えられるといった形で整理をされ

ておりましたので、事務局としては、生体において遺伝毒性はないとすることが妥当ではないかと提案させ

ていただいたのですが、増村委員、梅田委員等から、遺伝毒性については判断が非常に難しいんですけれど

も、現状としては遺伝毒性ありと判断しておくべきではないかという御意見を頂いております。 

 その点を踏まえて、現状1,2-ジクロロエタンに関しましては、40ページの上段でございますが、閾値のない
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遺伝毒性発がん物質と整理をして、考慮すべき毒性を有する不純物にすることとしたいと考えております。 

 あと、参考資料として事前にメールで送ったのですが、先週、９月16日に化学物質の評価の方が1,2-ジクロ

ロエタンについて行われたようでございます。その中でも1,2-ジクロロエタンについては現状、遺伝毒性があ

る物質として取り扱った方がいいと判断もなされているようですので、そういった点も踏まえながら評価書

の内容についても見直すべきか、何か御意見を頂ければと思っております。 

 40ページの中段、従前、事務局の案で発がんユニットリスクを用いた参照濃度の算出を行っておりました。

そこには委員から、発がんユニットリスクに関しては、現状、閾値のない物質に使うのが、国内では普通と

いう御意見を頂いております。梅田委員からは、評価機関によっては非遺伝物質にも使うという御意見を頂

いているのですが、確かにEPAなどではそういった評価もしていますけれども、国内では通常、非遺伝性の

発がん物質にはユニットリスクを使わない傾向であるのであれば、今後そういった物質については、もし評

価することがあれば、NOAEL等で参照濃度を算出するような方向で検討したいと考えております。 

 もう一点、増村委員から1,2-ジクロロエタンに関して御意見を頂いております。41ページの下になります。

1,2-ジクロロエタンは製造に用いる溶媒でして、〇〇〇では検出限界以下で作ることができるのですけれども、

〇〇〇では残留していることについて、低減等に努めるべきという御意見を頂いております。 

 この点を踏まえまして、申請では、〇〇〇の製造方法を使うと、1,2-ジクロロエタンが含まれてしまうこと

について、考慮すべき毒性を有する不純物だと判断するという部会の考え方を示しつつ、この製造方法を用

いなければならない理由ですとか必要性について、コメントを求めることにしてはどうかと考えております

ので、御検討いただければと思います。 

 あと、結果の表は10－２に食安委の評価書と欧州化学品庁の遺伝毒性と発がん性の概要を載せております。

梅田委員からのコメントで、誤字等は訂正させていただいております。 

 1,2-ジクロロエタンは以上ですけれども、〇〇〇。 

〇赤松部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの不純物の毒性につきまして、特に1,2-ジクロロエタンについては、いろいろ御意見を頂いている

ようですけれども、何か御意見、御質問はございますでしょうか。 

 代田委員、お願いいたします。 

〇代田委員 この物質を考慮すべき不純物とするということには賛成です。それから、コメントということ

ですが、増村委員がここに書いておられる御意見のように、やはり製造者に低減化する方法を模索するよう

に求めるということは必要なことではないかと思います。 

 以上です。 

〇赤松部会長 ありがとうございます。 
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 ほかには何かございますでしょうか。 

 増村委員、よろしくお願いいたします。 

〇増村専門委員 増村です。コメントしたとおりですけれども、事務局の対応としては、40ページの上の四

角にあるとおり、1,2-ジクロロエタンを閾値のない遺伝毒性発がん物質であって、考慮すべき毒性を有する不

純物とすることにしていただくことと、あと、それに伴って、評価書案についてリバイスした上で再度審議

すると理解しましたので、40ページのところとか、その辺は今後リバイスされると理解しました。 

 あと、41ページの上半分の四角の中の事務局対応ですけれども、こちらについても基本的に了解しました。

閾値のある発がん性の評価について今後、今回のケースではないですけれども、今後はNOAEL等を評価に用

いるということにして、今回閾値のない場合には、ＧＨＳの許容濃度を最大許容濃度とするという形で、多

分まとめていただくことになるかと思います。 

 41ページの下半分のところについて、製造者というか、申請者の方がどういうふうに考えるかということ

だと思うんですけれども、1,2-ジクロロエタンを含まない製品があるわけですから、あえてそれを含む製品を

市場に出すというのは、なかなかそれは理解しにくいところかなと思いますので、これについては問い合わ

せていただきたいなというところです。 

 それ以外のところは特にコメントはありませんので、この該当分について審査報告書案が今後リバイスさ

れて、改めて審議ということになると理解しました。 

 以上です。 

〇赤松部会長 どうもありがとうございました。要するに、ここの事務局からの回答及び対応のとおりで大

体よいという御意見かと思います。 

 また、コメントを求めるというところにつきましては、〇〇〇であれば、1,2-ジクロロエタンはほとんど入

ってきませんので、そちらを使うというか、〇〇〇を使う必要性について、コメントを求めるということで

すね。〇〇〇より多分〇〇〇の方がやりやすいからかなとは思いますけれども、入らない方がいいと思いま

すので。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 ほかに御意見、御質問はございますか。 

〇増村専門委員 〇〇〇。 

〇赤松部会長 〇〇〇。 

〇農薬審査官 〇〇〇。 

〇増村専門委員 〇〇〇。 

〇赤松部会長 〇〇〇。 
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〇農薬審査官 〇〇〇。 

〇赤松部会長 〇〇〇。 

〇増村専門委員 〇〇〇。 

〇農薬審査官 〇〇〇。 

〇増村専門委員 〇〇〇。 

〇農薬審査官 〇〇〇。 

〇赤松部会長 〇〇〇。 

〇代田委員 〇〇〇。 

〇農薬審査官 〇〇〇。 

〇代田委員 〇〇〇。 

〇農薬審査官 〇〇〇。 

〇代田委員 〇〇〇。 

〇赤松部会長 〇〇〇。 

〇富澤専門委員 〇〇〇。 

〇赤松部会長 〇〇〇。 

〇農薬審査官 〇〇〇。 

〇富澤専門委員 〇〇〇。 

〇赤松部会長 〇〇〇。 

〇農薬審査官 〇〇〇。 

〇赤松部会長 どうもありがとうございます。では、資料をもう一度修正していただくということと、コメ

ントの案文について、またお送りいただくということですので、それでよろしいでしょうか。 

 では、このメトブロムロンにつきましては、次の原体部会で再度審議するということになると思いますが、

それでよろしいですか。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、メトブロムロンの原体規格の設定に関する審議は以上としたいと思います。 

〇農薬対策室長 ありがとうございます。それでは、資料の修正並びに申請者への連絡につきまして、ただ

いま西岡審査官の方から御説明した方法により進めてまいりたいと思います。ありがとうございました。 

〇赤松部会長 どうもありがとうございます。 

 それでは、議事４のその他といたしまして、グルホシネートＰの審議に入りたいと思います。事務局より

資料７－１の説明をよろしくお願いいたします。 
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〇農薬審査官 グルホシネートＰに関連して御説明申し上げます。 

 まず、資料７－１を御覧ください。グルホシネートＰに関しましては、令和２年６月、第３回の農薬原体

部会で審議いただいて、原体の規格を設定している剤になってございます。こういった原体部会で規格を設

定している有効成分に関しましては、農薬原体の製造方法を変更する等によって、新たな農薬原体を農薬の

製造に用いる場合には、申請者から事前に相談を受けております。その際、農水省と農林水産消費安全技術

センターで審査を行うのですが、その際、農薬原体の同等性の評価方法のうち、第１段階の成分組成の比較

で同等と判断できる場合には、事務局のみで判断をして、製造方法の変更について届出を受ける手続をして

おります。 

 その第１段階の成分組成の比較で農薬原体が同等と判断できない場合には、新たな農薬で不純物が増えた

り新しいものが入ったりしている状態になっているので、そういった不純物について当部会に確認いただい

て、考慮すべき毒性を有する不純物が新たに出ていないかどうかとか、そういった点について判断を行うこ

ととしております。 

 今回、グルホシネートＰ、農薬原体の製造場と製造方法の変更の事前相談があったところですが、その審

査の結果、第１段階の成分組成の比較で同等と判断できなかったので、今回、内容の確認をお願いしたいと

考えているというものでございます。 

 そのため、農薬の変更の申請に基づくものではないので、分科会、農業資材審議会の諮問事項にはまだな

っていない剤でございます。もし仮に同等でないというような判断が部会でなされた場合には、申請者に変

更の申請を正式に依頼をして、分科会に正式に諮問して審議いただくようなことになります。 

 まず、本剤の審議を諮る経緯に関しては以上ですが、この点、何かございましたら。 

〇赤松部会長 ただいまの御説明につきまして、何か御意見や御質問はございますか。まずは経緯につきま

してですけれども。 

 御意見、御質問はございませんか。 

 ございませんようでしたら、事務局より実際の方の資料７の説明をお願いいたします。 

〇農薬審査官 では、資料７の説明をします。今回これはグルホシネートＰの製造方法の申請の受けた部分

のみの審査の結果を取りまとめた資料となります。 

 １ページは基本的な情報ということで、従前に報告したものと変わりません。 

 〇〇〇。 

○赤松部会長 〇〇〇。 

 御意見、御質問がございませんようでしたら、この審査報告書はこのままでよろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございました。それでは、グルホシネートＰの製造方法変更に関する審議は以上といた
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します。 

〇農薬対策室長 ありがとうございます。それでは、手続を進めることといたします。 

〇赤松部会長 ありがとうございます。 

 では、本日の農薬原体部会の議事は以上となりますが、全体を通じてとか、何かそのほかございますでし

ょうか。 

 何か御意見、御質問はございませんか。 

 増村委員、どうぞ。 

〇増村専門委員 〇〇〇。 

〇赤松部会長 〇〇〇。 

 では、事務局、よろしくお願いいたします。 

 ほかに何かございますでしょうか。ほかに全体を通じて御意見、御質問はございませんか。 

 ございませんようでしたら、議事進行は事務局にお返しいたします。 

〇農薬対策室長 本日は長時間にわたって、熱心に御審議賜りまして、厚く御礼申し上げます。 

 今回の議事概要及び議事録につきましては、事務局で案を作成の後、委員の方々の確認を取らせていただ

いた後、公開します。事務局案ができましたら、確認等よろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、本日の農業資材審議会農薬分科会農薬原体部会を閉会します。 

 長時間にわたり御審議いただきまして、ありがとうございました。 

午後３時３２分 閉会 


